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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年４月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年９月２日 １２時００分ごろ 

発生場所 北海道白老
しらおい

町白老港南南東方沖 

 白老港島防波堤灯台から真方位１５０°７.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°２３.９′ 東経１４１°２４.２′） 

事故の概要  漁船第十榮
さかえ

丸は、漂泊を終えて東進中、また、プレジャーボート

清雲
せいうん

は、漂泊中、両船が衝突した。 

 清雲は、左舷船首部外板に破口を生じ、また、第十榮丸は、球状船

首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年９月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第十榮丸、１４トン 

   ＡＭ２－５４６７（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.７５ｍ（Lr）×３.８７ｍ×１.５２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５０３.８０kＷ、平成５年６月８日 

   第２１２－７９４５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 清雲、５トン未満（長さ６.３７ｍ） 

   ２００－２６５８２北海道、アミューズメント北海道株式会社 

   ６.３７ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７７.２０kＷ、平成６年１２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５４年３月９日 

    免許証交付日 平成２９年２月１３日 

           （令和４年５月６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５６歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年６月１２日 

    免許証交付日 令和元年９月９日 

           （令和６年９月８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ なし 

 損傷 Ａ 球状船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南東、波高 約０.５ｍ、潮流 僅かな東流 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、令和３年９月２日０５

時００分ごろ北海道苫小牧市苫小牧港西港を出港し、０６時３０分ご

ろ白老港の南南東方沖の漁場に到着して、昼いか漁の操業を開始し

た。 

 船長Ａは、魚群探知機及びソナーにより魚影を追い、自動いか釣り

機を使用して漁獲した後、魚影の反応が無くなれば新たな反応を探索

し、移動して操業することを繰り返し、魚影に集まる僚船数十隻と共

に操業を続けた。 

 船長Ａは、白老港の南南東方７.６Ｍ付近（以下「本件漁場」とい

う。）で操業を行っていたところ、次第に魚影の反応が無くなり、僚

船が次の魚影を求めて移動していったが、多数の漁船が混み合う中で

操船を続けたので疲労を覚え、操業を中断して、漂泊し、休息をとる

こととした。 

船長は、２台装備しているレーダーのうち、０.２５Ｍレンジに設

定していたレーダーで、同レンジ内に他船がいないことを確認した

後、最大風力３の南東風が緩急を繰り返し、船首方から僅かな東流を

受ける状況下、１１時３０分ごろ、主機を中立運転として、船首を東

方に向けて漂泊を始めた。 

 船長Ａは、操舵室内で喫煙するなどして休憩しつつ、業者に携帯電

話で連絡し、同携帯電話の受信感度が良い場所を求めて操舵室内を移

動しながら、雑談を交えて機関関係の予備の部品を注文し、操舵室を

出て船尾部にあるトイレに入った後、操業を再開する目的で操舵室に

戻った。 

 船長Ａは、漂泊を始める前にレーダーで周囲を確認していたので、

付近に他船はいないと思い、船首方及び０.２５Ｍレンジに設定して

いたレーダー画面に一度視線を向けた後、ふだんのように、操舵室内

の左舷側に立った姿勢で、主機及び舵が操作できるリモコンにより、

主機を中立運転から前進に操作して、船首を東方に向けたまま発進し

た。 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

 

写真１、２ Ａ船の船首方見通し状況 

 

 

写真３ Ａ船の船首端から操舵室を望む 

 

 船長Ａは、主機を前進としてから十数秒後の１２時００分ごろ、約

５～６ノット（kn）の対地速力で東進中、衝撃を感じたので直ちに主

機を後進に操作してＡ船を停止させ、周囲を見回したところ、Ａ船の

右舷側至近に、船首を東方に向けたＢ船を発見し、Ａ船がＢ船と衝突

したことに気付いた。 

 船長Ａは、衝撃を感じて昇橋した甲板員と共に、Ｂ船に負傷者がな

いことを確認し、Ｂ船の乗員をＡ船に移乗させた。 

 船長Ａは、本事故に気付いて駆けつけた僚船の協力を得て左舷船首

部外板に破口が生じたＢ船をＡ船で横抱きし、Ｂ船の出航地である苫

小牧市のマリーナに向かいながら、水揚げ先の漁業協同組合担当者に

携帯電話で連絡し、海上保安庁への通報を依頼した。 

 Ａ船は、負傷者がなく、球状船首部に擦過傷を生じた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」とい

レーダー（０.２５Ｍレンジ） 

操
舵
室 
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う。）１人を乗せ、いか
．．

の遊漁の目的で、苫小牧市のマリーナを０５

時００ごろ出航し、ふだんから釣り場にしていた白老港の東南東方８

Ｍ付近に向かい、０６時１０分ごろ到着して釣りを始めた。 

 船長Ｂは、釣りを続けていたところ、本件漁場に多数のいか
．．

釣り漁

船が集まって操業しているのが見えたので、釣果を求めて本件漁場に

移動することとした。 

 Ｂ船は、本件漁場に到着したところ、付近には、自動いか釣り機を

停止し、船首を東方に向けて漂泊中のＡ船がいるのみだったので、Ａ

船が気付きやすいよう、Ａ船の船首方で１回旋回した後、Ａ船の船首

方に位置し、船首を西方に向け、エンジンを停止し、最大風力３の南

東風が緩急を繰り返し、船尾方から僅かな東流を受ける状況下、漂泊

を始めた。 

 船長Ｂは、エンジンを停止して１分ほどたち、Ｂ船の旋回による航

走波が収まったころ、同乗者に釣りを始めても良いと伝え、同乗者

が、右舷船首部にある物入れのふた
．．

に座り、北方を向いて釣りを始

め、自身は左舷船尾のバッテリーカバーの上に座り、釣りを始めたよ

うとして竿
さお

を投じてすぐに、同竿
さお

に付けた８本の釣り針が絡んだ。 

 船長Ｂは、バッテリーカバーに座ったまま、絡んだ釣り針を解くこ

とに意識を集中させていたところ、突然船首部に衝撃を感じ、また、

Ｂ船の船首が右方に振れていることを感じた直後、Ｂ船がＡ船の右舷

側至近にいることに気付き、Ａ船と衝突したことが分かった。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃により船尾方に身体が投げ出され、また、同

乗者は、衝突の衝撃により甲板上に尻餅をついたものの、いずれも負

傷はなく、落水した者もいなかった。 

 船長Ｂは、同乗者に負傷がないことを確かめた後、Ａ船の甲板員か

ら声を掛けられて、同乗者と共にＡ船に移乗して出航地に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真４、５ Ａ船の状況、写真６ 

 Ｂ船の状況 参照） 

 その他の事項 Ａ船操舵室からの船首方の見通し状況は、死角となる構造物等がな

かったものの、前部甲板の集魚灯の支柱等により、船首方が見えにく

い状況であった。 

船長Ａは、Ａ船のレーダー２台を、それぞれ０.２５Ｍレンジ及び

４Ｍレンジとして作動させていたが、僚船が近距離に接近する頻度が

高い操業中に使用すると警報が鳴りっ放しになるので、レーダーのガ

ードリング機能（他船などが設定した距離環内に接近したときに警報

を発する機能）を使用していなかった。 

Ａ船の甲板員は、オーニングで覆われた前部甲板で漁獲物の整理作

業を行っていたので、Ｂ船に気付かなかった。 

Ａ船及びＢ船は、いずれも電子ホーンを装備していた。 

 船長Ｂは、Ａ船が気付きやすいように、Ａ船の船首方にＢ船を漂泊
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させたので、Ａ船が動き始めても、漂泊中であるＢ船に気付いて避け

てくれるだろうと思っていた。 

船長Ｂは、絡んだ釣り針を解くことに意識を集中していたので、Ａ

船が接近していることに気付かず、また、風潮流により、Ｂ船が漂泊

中にＡ船の方に流されたのではないかと本事故後に思った。 

Ｂ船の同乗者は、Ａ船に背を向ける方向（北方）を向いて釣りをし

ていたので、Ａ船が接近していることに気付かなかった。 

船長Ｂは膨脹式の、また、Ｂ船の同乗者は固型式の救命胴衣を、そ

れぞれ着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、本件漁場において、漂泊を終えて発進する際、船長Ａが、

付近に他船はいないと思い、船首方及びレーダー画面に一度視線を向

けたのみで発進し、東進を続けたことから、前路で漂泊中のＢ船に気

付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、発進する際に船首方及びレーダー画面に一度視線を向け

たのみであったこと、及び集魚灯の支柱等により船首方が見えにくい

状況であったことから、付近に他船はいないと思ったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、本件漁場において、漂泊中のＡ船の付近で漂泊中、船長Ｂ

が、Ａ船が動き始めても、Ｂ船に気付いて避けてくれるだろうと思

い、絡んだ釣り針を解くことに意識を集中して漂泊を続けていたこと

から、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船が気付きやすいよう、Ａ船の船首方にＢ船を漂泊さ

せていたことから、漂泊を終えたＡ船が動き始めても、Ｂ船に気付い

て避けてくれるだろうと思っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、本件漁場において、Ａ船が漂泊を終えて東進中、Ｂ船が

漂泊中のＡ船の付近で漂泊中、船長Ａが、集魚灯の支柱等により船首

方が見えにくい状況下、付近に他船はいないと思い、船首方及びレー

ダー画面に一度視線を向けたのみで発進し、東進を続けたため、ま

た、船長Ｂが、Ａ船が動き始めても、Ｂ船に気付いて避けてくれるだ

ろうと思い、絡んだ釣り針を解くことに意識を集中して漂泊を続けて

いたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、発進する際、周囲に他船がいないと思い込むことなく、

目視による見張りの他、レーダーを併用するなどして、周囲の状

況を十分に確認してから発進すること、また、いか釣り漁船等
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は、集魚灯等の漁労設備により船首方の見通しが妨げられる場合

があるので、十分に注意すること。 

 ・船長は、操業中で僚船が密集する等、使用が困難な場合以外は、

レーダーのガードリング機能を使用して、他船の接近等に備える

こと。 

 ・船長は、漂泊中であっても常時適切な見張りを行い、接近する船

舶を認めたときには、余裕のある時期に音響信号を行うなど、衝

突を避けるための措置を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北海道 

白老町 

＜衝突に至るイメージ＞ 

Ａ船（漂泊中） 

0 

事故発生場所 

（令和３年９月２日  

１２時００分ごろ発生） 

マ
リ
ー
ナ 

苫小牧市 

白老港 

苫小牧港西港 

0 1 

1 

10M 

20km 

Ｂ船 
（漂泊開始） 

Ａ船（漂泊を終えて発進） 

Ｂ船（漂泊中） 

衝突 

北海道 

白老港島防波堤灯台 

本件漁場 

回転 

約５～６kn 



- 8 - 

 

写真４、５ Ａ船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ Ｂ船の状況 
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